


   

 

詳しくは 

こちら  ☞ 

② 市外に住んでいる方 
・ 本市に住民登録がある方 

◆ 大学等とは？ 

・ 健康保険の被扶養者となっている方 
・ 健康保険の扶養者が市内に住民登録がある方 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に基づき設置された大学（短期大学及び大学院を含む。）、高等 
専門学校（第４学年以上に限る。）、専門職大学、専門職大学院、専修学校（一般過程及び専門課程に限
る。）又は国、地方公共団体、独立行政法人及び学校法人等が設置する大学校、大学受験予備校などです。 

＜通信制大学も含まれます。＞ 

市公式ホームページ 

【相談窓口・お問合せ】  平日 午前８時３０分から午後５時１５分まで                

館林市教育委員会教育総務課総括係     Tel：0276-47-5173（直通）           

〇いずれも令和４年７月１日時点で有効なもの。 
①学生証又は大学等が発行する在学が確認できる書類の写し（表裏両面） 
②通帳見開き部分の写し又はキャッシュカードの写し   ③健康保険証の写し（表裏両面） 
※本市からの連絡によりその他の書類を提出していただくことがあります。 

Mail：kyoiku.somu@city.tatebayashi.gunma.jp       

必 要 書 類 

申 請 方 法 
ぐんま電子申請受付システムによる電子申請をご利用ください。 
電子申請が利用できない方については、裏面申請書により郵送で受付けます。  

電子申請はこちら  

申 請 期 間 

2022 年 7 月 15 日（金）～2023 年 1 月 31 日（火） 

① 市内に住んでいる方 

大学等で修学している平成１６年４月１日以前に生まれた方で、令和
４年７月１日時点で次のどちらかにあてはまる方 

コロナ禍における原油価格・物価高騰等の中でも大学等で修学を 
館林市学生支援給付金 とは？ 

対 象 者 

継続している学生に１人２万円の給付を行うものです。 



別記様式第１号（第５条関係） 

＜館林市学生支援給付金の申請は、本申請書の郵送のほかぐんま電子申請システム上でのオンライン申請も可能です。＞ 

 

年   月   日 

館林市長 様 

 

館林市学生支援給付金申請書兼請求書 

 

館林市学生支援給付金事業実施規則第５条の規定に基づき、次の事項に同意の上、関係書

類を添えて下記のとおり申請及び請求します。 

◎誓約及び同意事項 
１ 本申請に当たり、申請者又は扶養者の住民基本台帳を閲覧することに同意します。 

 ２ 偽りその他不正の手段により給付金を受給した場合は、速やかに返還に応じます。 

記 

１ 申請者（学生本人） 

申

請

者 

住 所 
〒 

 

フリガナ  

氏 名  

生年月日     年   月   日（    歳） 

電話番号  

学校名  学年     年 

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

２ 扶養者（※申請者が市外に住民登録をしている場合のみ記入） 

扶

養

者 

住 所 
〒 

 

フリガナ  申請者との続柄 

氏 名   

生年月日     年   月   日（    歳） 

電話番号  

３ 受給口座（学生本人の口座への振込みとします。） 

交付申請額 

（請求額） 
２０，０００円 

振 

込 

先 

金融機関名  支店名等  

種別 普通・当座 口座番号  

フリガナ  

口座名義  
 
４ 添付書類（書類の添付を確認し、□にチェックを入れてください。） 
□ 学生証又は大学等が発行する在学が確認できる書類の写し 
□ 給付金の振込口座を確認できる書類の写し 
□ 健康保険証の写し 
※必要に応じ、本市からの連絡によりその他の書類を提出していただくことがあります。 

◎任意事項（同意していただける場合には、□にチェックを入れてください。） 
 □ 本市の移住定住施策（企業ガイダンスの案内等）に個人情報を活用することを同意し

ます。 
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